
入 札 (見 積 り) 明 細 書

４２７１０００１１０契約番号

業　者　名 備考

生活環境課

四日市市　垂坂町地内　北部清掃工場

工 期(委 託 期 間)

工 事(委 託)場 所

工 事 ( 委 託 ) 名

業 種 清掃施設工事

工 事(委 託)概 要

契約の日から　　平成２７年１０月１５日 　　　まで

　２号炉　燃焼ストーカ設備の整備　　　一式

北部清掃工場　２号炉燃焼ストーカ整備工事

担当課

開札(見積り)日時

契 約 方 法

予 定 価 格(税 抜)

平成２７年　９月　３日  午後 　１時２０分

４，６２７，０００

随意契約　単独

円

第１回 第２回 第３回

落 札 金 額(税 抜) ４，５００，０００

最低制限価格(税抜)

契 約 金 額

円

４，８６０，０００円

備
　
考

落 　 札 　 者 名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号　大東

海ビル７階

株式会社タクマ　中部支店

  1
株式会社タクマ　中部支店

4,500,000
決定

円

　焼却炉設備は、燃焼・築炉・ガス冷却・灰出・通風排風・排ガス処理・計装・排水処理等の設備から構成され、各設備が密接な関連を有し、常に正常に運転することで安定焼却
が確保され排ガス等の高度処理が得られるものである。
　北部清掃工場は２４時間連続体制でごみ焼却を行っており、限られた期間で最適な部品調達・取替・調整を、安全かつ確実に施行する必要があるため、焼却炉設備の製造・据付
者であり内容を熟知し、整備による焼却炉設備の機能保持確保を担保するために、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、㈱タクマ中部支店と契約いたしたい。


